
3.2.8 特許 と倫理 (電気電子工学科 松 田一弘 (特許庁))

ー 127-



▲ ●--. J - .-.iI.←■...-′ ､L'√､､Jr､一p. ..I.l

■r I If . J
-T. ...-∫ ･一...,_ ー1. l -一一一-T T..チ.l l

ドi II1 i7 _ .特 許 と 倫 理 r. ---- --

I- L_Ii)-..{gi- 藍 '-55I.:,三㌦ ..,:B

} i.し.一ノ':周 ヰ ′■'T頚塗 '-_-vip. b-■

琴,～ 蟻 I_,._&惑′与...AT.葺::?r孝rト如

-j一.I.-●√_流速:.i/, ･､.._.h'T抑 L F一･'/I I

吏嶺,E./i! 華 毎d■■ 1-､慧盛許吏嶺,E./i! 華 毎d■■ 1-､慧盛許

5/3g

第1部 特許を巡る現状

第2部 知的財産の種類

第3部 特許制度の概要

第4部 トピックス(特定技術)
･4-1バイオテクノロジー
･4-2コンピュータづログラムの保護
･4-3ビジネス方法発明

第5部 特許権の活用

第6部 職務発明

第7部 大学と特許
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第1部 特許を巡る現状
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特許出願の絶帯(全世界)

<知的割造時代を迎え急速に増加>

の#* 日

洋 El本 米国 ドイツ イギノス フランス
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著作 権 (著作耕劇

回路配置利用権

営業上の借用 を保練

Or兜哨｣を果it

O出席から20年

O亭3品FJFE壬妖TG)J!某を畏EL

G出姫から6年

O蘭晶のヂ1インを畏BL

O愛書抑Lら15年

0文乱芋的､★術､甘3k_7●nヶラL

などの月tf榔 品を伴3

0売徒50年(法人は/il讃諌5口早)

○半串柿Jk故国路のE]謁配せ

t半年件集gl凪路の回路転置に1 を保LI

関する洗練)

営業秘密
(不正触手防止法)

0丑呼から10年

○/ウハY)･洩専リストの盗用など'D

不正行弟を康封

qT畳ヰ両横Jだ良且卓

〇･E鐙から10卑し更Eiあり)

_ _ 車型 墜 ｣ G拙 さhf:T的 朋 Zl

著名な鮎 愚弄･務誹 憩蘭 書堅塁芸書;誓書冨(不正競争防止法)

産業堅塁墜 ･著作権
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知的財産立国を目指して

政府は､知的財産立国を目指し次のような施策を講じている 1

① 科学技術基本法の制定 (1995年)

I｢科学技術創造立国｣を目指し､科学技術の蛭興を強力に推進

②･圭空重量転換短慮盈塾 (TLO法)の制定 (1998年)

･TLOの取立を推進し､大学噂の研究成果を民間に移転

③ 産脚 遷御 上 の制定 日99LJ年)

･園の資金による研究成果(特許権)を受托者に帰属可能とする

④ 産薬技術力強化法 (2000年)

･TLD(J)雷立大学鯨取無料使用などの技術移転促進施策

⑤ 盤朗財産艶塾去農の襲定 (2002年7即

･｢知的財産立国｣を目指す政略を評定

⑥ 知的財産基本法の制定 (2002年11月)

･｢知的厨産立国｣の粟現のための基凍理念･基本施詐

⑦ 知的財産推進本部の取立 (2003年3月)

･知的財産立国に向けて町施術を協力に推進

⑨ 知的財産推進計画の策定 (20O3年7月)

･知的財産高専裁判所の創設など270項目の総合施策

⑨国立大学qiL法主但 (2004年絹 予定)

･知的財産創造の促進と知的財産本部による移転促進
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事】FJ
第3部 特許制度の概要

L等 =miB蒜 =ることを目的とするo(特許法第1条)~~と動員を図ることによ｡､発明を奨励し､もって塵墓

特許制度の趣旨:

特許制度の趣旨は､産業政策上の見地から､自己の工業上の発 ~

明を特許出願の方法で公開することにより公開することにより社会に

おける工業技術の豊富化に寄与した発明者に対し､豊艶亜並進とし

て選三貴と迎 旦1量の遠望生誕塾を図りつつ発明を二重遡盟独

占的､排他的に実施する権利を付与してこれを保護しようとするにあ

るo

(映画フイルム事件 県斉戴判決 昭和55.I2.18)

特許の基礎

① 特許は､最先の出雇人に与えられる(先願主養)<米国のみ先発明主筆,

② 既に知られている技術､容易にできる改良技術は特許にならない

③ 特許権は､他人が無断で発明の実施をすることを禁止する権利

④自分自身で特許をとっても､盟友担盈盟を劃旦重量堤会は､豊亘を

鎧を雌 ｡ (ただし､試艶研究に使用するのは自由)

⑤ 特許権は､特許を取得した国でのみ有効(属地主義)

良い発明ほど､外国での畢群棲の取得が重要

⑥掌金などでの畳表些風主ゝ星室捜藍出藍 !

救済規定があるが､外国では特許を取得できない､などの危険がある

､⑦ 日本では､特許出願後､3年以内に塞査遺墨が必要

-IITー~-I
■.一.■lI
IllV.j
rIL'･'-･II上
｢-～-1■rtr-t′･･-
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新規性 ･進歩性の麺 ∃
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自 白 昌

日

亡妻車 中 能なべL｣

×
-新しいが､容易

に考え出せる

屯コ=Ⅰか
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×
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細
線
の
ペ
ン

大
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ペ
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yi3台S
.特許権の権頁1Al直垂享廟 前 画面 1

<特許取得手続時>

① 特墓雷雲諾 囲 竃 誤 笠雪警 ,望雲賢 特許請求の範囲の

② 雲霊宝慧買 篭 諾 悪認 雲霞芸慧ou.霊慧諾 雷i=蒼､

③ 蒜 誤 り ,琶誤 悪諾 琶諾 諾 ,'諾 芸諾 軌

<侵害訴訟時> 】 上記①～③の原則が､同様に適用される l

･ 荒 l -芸器 琵 芸琵 蓋 琵 賢
発明の権利範囲内とされることがある
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特許法32条:

公の秩序､善塵旦塵鹿又は公衆の原生を邑する澄明については､
=特許を受けることができない｡

産業上の利用性､新規性､進歩性など､特許法所定の他の要件を満

たす発明であっても､公益的な見地から､特許されないものがある｡

そのような例としては､①阿片吸引具､②紙幣偽造機など､その発明

地 月的が､公序良俗に反し､あるいは､公衆の衛生を害する五里

が挙げられる｡

しかし､単に､悪用した場合にそのような恐れがある場合には､特許法

32条に違反しない｡例えば､ゲーム機は､悪用すれば賭博に使用でき

るものであっても､通常は､これに該当しない｡

_-′▲一■▲
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特許出願に必要な書類

◎特許による保護を求める技術的範囲

◎発明の内容を端的に表現

◎発明の内容を理解して再現できるように､明練かつ十分に記粧

◎発明の関連分野(産末上の利用分野)

◎改良の基隼となる最新の従来技術

◎従来の技術の問題点｡新f=なニーズ

@どんな手段で解決するのか(許求の範囲と同様にだ艦)

⑳実際行った実巌､拭作の例｡それらの論理的説明｡
理論からの推測で実施可能な例

@従来技術より有利な点

◎図面ごとに平面周.‥を紀戴｡符号の鋭萌

◎明細書の表現の理解を助ける

㍗

㍉

㍉
日､∋
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匝 垂での特許取得

｣′{,J条糾-ト-=fl-室 ; ~1- pcIL一日ト

戸 車 ｢奉 ｣

中 華 --1 lJ
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明細書 ･図面の補正 ; テキストp143-144､特17条の2

□時期白勺制限
□ 特許査定絹本の送達前は原則いっても可

□ ただし､拒絶理由通知を受けた後は､以下の場合のみ可

□拒絶理由項知の指定期間砲

口審判報求の日から30E]以内

口内容的制限
に 帯紐の拒絶理由達矢Dに対する補正まで

□出願当初の明細昏または図面に詑取された事項の範囲内 (新規事項追
加の禁止)

□ 最後の拒絶理由通知に対する補正､審判請求時の補正

ロそれまでの琶蚕結窯が利用可能な範囲の補正のみ旬
口 甜菜項の削鯨

口 特折報求の範歯の固定的嶺河

口転配の訂正

□不明貯な!己輔の5',.q明

発明の新規性喪失の例外 (Gl･a｡｡Peri｡d)

-二二:-:･･-匡至=-:,

特許法

30条

二首葡日本 斡 ー讐竺心叩1覧金属示など 特許6カ月碍市庁長官が指定した宰竜や絡貴重のみ 出題
米国 . _ 1l l 1年

___...一一l-

欧州 IIlL/ 6カ月
､ 一一J

<日本で新規性襲朱の院外が認められる場合>

･棚 を行う

･刊行親､インターネットなどで発表する

■開 庁長官が指定する悶 集会博 会)で尭丑

･特許庁鼻官が指定する叩賢台へ出品する

･他人が､発明者の意に反して発表するなど

新規性喪失の例外規定の適用は

はあくまで非常手繰 !

特許出願は発表前に必ず済ませて

おくことが重要

-1LiO-



■3缶

如坤性喪失の例外(グL/=ス.ピリオド)甲準用があつても救われな〔､ケ-ス

各 J法文当 . 竃 萱

:発表と特許出庫するまでの野に､その発頭と同じ発明について第三者が時折出熟した繊

.合､■①学会発衰した特許出題は､第三者の海鮮出風 こより拒推されるO②第三者の出題も■

学会東泉の存在で拒絶され､出 適 鹿を取柵できない.

<学会発表後の特許出瀬 :その他のリスク>

1.特許庁長官が指定していない学術団休が開催する学会で発表した場合には新規性央先の

例外規定の適用を受けることはできない

2.発表と特許出願までの間に､学会発表を師いた第三者が改良発明や酪連発明を完成させ

て韓酔出願し､改良発明.酪連発明に関する特許を取得するおそれがある

3.外国のグレ-ス七リオドの規定はEj本と異なるため､外国で特許が取什できなくなる

可能性があるe

学会発表で失われた日本の基本特許

ジベレリン (植物ホルモン)の発明 i

ジベレリンは日本で発明された植物品種改良剤(植物の成長ホルモン)で｢種なしブド

ウ｣の生産などに､現在でも広く使用されている｡

lL)26年に熊沢英-によってイネのバカ苗病を引き起こすカビの分泌物として発見され､

カビの学名rジベレラ･フジクロイlにちなんで､ジベレリンと命名されたC

ジベレリンは､稲作地帯である日本ならではの研究に端を発する独創的な発明で､世

界の注目を集め､研究に携わった住木博士は､海外渡航が制限されていた戦後期にt;

関わらず､招待されてニューヨークでの璽原学会に垂趣k 塵究成果を発車した｡

しかし､この画期的な発明は､住木博士が宴会農塵塵上主捜艶艶 生地 _貞全旦

畢宝畳 表独文が出観鮎 てLまい､特許は取建地 o

その一方で,この日本人による発明を知った米国の製菓会社は､ジベレリンが空気中

の酸素によって劣化することをヒントに､合成樹脂のカプセルで包錠するという改良技術

に関する特許をとってしまったO

このため日本で研究開発された基本発明であるにもかかわらず､生国に姐 よ 塵艶

隻改姓を払わ歩ければ実施できなくなった.

L-
-･I-
･･･1
-‥1--
∫ll･-1-■･I-
-･-
-･･-…･●----
･･4----
L･
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実用新案権 (実用新案法)

1.保護対象

逸品地 盤金堂に係る考案(小発明)

2.権利期間

出願から6年間 (平成5年までの出願は15年間)

3.権利の取得

呈座畢査なしで萱塵 (出願から登録まで約半年)

4.権利の効力

･絶対的排他権(特許権とほぼ同じ)

･権利行使に当たっては､｢真樹 榊 軌が必要

5.公報の発行

登録時に実用新案公報が発行される

実用新案の権利期間:

6年 - 10年
(H16年に法律改正の予定)LlヽlLt●.1.1lI.､ヽ1,-1日弘一I.～.L㌧I._～.･_I.11,.1

{ /73
ライフケ

__:i.'_.-_: -:_
I5

2 Z-讐 酷 さ

′

日米欧特許制度の比較

日本 ･ - . ∴ - -b..-:' ∃

■-,TF串JJ'先発明主換 先願主薮 同左 最善盟主鼻 ■

仮出願制度 - - あり

従来技術 あり なし あり
聯;示経殊 (軽預違反に制裁あり)

審登舗楽観度 あり(出潔白から3年以内) あり(サーチレポー トの安田後 6ケ月以内) なし

I.I '1lL.i-1 あり 同左 -部のみ I(出頴の 18ケ月竣)

(出窯の 18ケ月後) (国内のみの出題は申許によL)非公開にできる)

吉宗 L制鑑 なし あり(原剛として公阿時) なし

-1･･12-



米国の特許制度の特徴

上 蓋里盟主盛
世界で唯一､先発明主社 爪 TBt-tO-invent system)を採用｡ 1年以内の期間に同一

の発明が出府されると､抵触審査 も発明日を確定するための手続き)がされる

_2L鷹番制度

当事者が申珊した購合､事実問題については陪審が判断中事実問題には､侵害か香か
の判断､均等の判断が含まれる

3,3倍歯髄制度

故常に特許鴇を侵害した場合､懲罰的に最高3倍の規音滑脱を命じられることがある

4,ディスカバリー制度
事実審理の軒に､法廷外で､当事者間が互いに､事件に関する情報を榊示 ･収先する

手配 特許権侵音読艶では､腰大な証拠が開示､収塵=の封魚となることがある0

5.不公正行為｣加 担 ble_CoAluct)に封する厳しLl粗金
特許権者が､不取実な行為を行った場合､促音軒艶において権利行使不能と判断され

ることがあるo壷要な肺朝 (例 :先行文献〕を意囲的に醸すとこれに咳当する

6.特異な公開制盤とサブマリン特許
米国の公Bf]制度 〔1999年導入)では､米国のみに出廟されたものについては､公園の

対嶺外とすることが可敵｡このため､長期間の臥 突如､潜水艦のように浮上する特許

(サブマリン特許)が現れることがある｡

ユ⊥塵 姐替肝と各国特許の健亜

欧州では､酎 11時許条約に基づく欧州特許制度と各国の特許制度が並立｡

特許出願人は､①酎 巾特許庁 (Europear.Pat母ntOffice-EPO)に直接出願する､喧)

PCT出額でEPOを指定する､③各国特許庁にそれぞれ出廟するなどが薄択できる

_2_._特許申塵

欧州特許集約に基づく特許出願は､欧州特許庁 (EPO)で審糞 ･聾簸され､特許出願人

が指定した各締約国において､各国の恩内特許と同一の効力を有する特許となる｡このた

め､欧州特許は､特許の束 (bundleofpatents)と呼ばれている｡現在の欧州特許集約

の加盟国故､27ケ乱

∃欧州特許庁 (EPO)における蕃査の特徴

①特許出願日(優先柏主張を伴 う出鹿は､優先権主頭目)から原則18ケ月後に､サ-テレポ

ー トと弗に公開される｡

②案件審査は､3人の審査官 (技術系審査官2名､法律講帯査官 l名)により行われるQ

③審査は､革帯､仏露文は独簿で行われるO出願は､これら3カ国帯以外の音階でも可能

であるが､これら3カ国のいずれかの翻訳を提出することが必零｡
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(件) 1 バイ相 通捷捌 顧件数の推移(全世界) き くfl) 如 痢
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遺伝子関連発明の特許性
′
∫

l 具体的な特許の対象:

:(1)遺伝子 (2)蛋白雷

: (3)遺伝子を改変する方法 (4)遺伝子､蛋白質を利用した医薬等

:(5)蛋白質を利用した医薬開発方法 など
＼

試･･.汁.

ヽ
l
l

l

】

I

I
l
l

/
ヽ___________________一一___________-________ノ

且
遺伝子､蛋白質の特許を受けるための主な条件

① 新たに発見された遺伝子､蛋白質であること(-新規性)

② 今まで容易に入手できなかった､又は､その機能を容易に
知ることができなかったものであること(-進歩性)

③ その豊盤垂!摩周されていること(-産業上の利用可能性)

- 1/16-
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ポス トゲノムのバイオインフォーマティクスと特許性

シーケンサーに
よる配列決定

cĜ TCGATTAGCCA 醜態 ??

コンピュータによる機能推定 配列情報と

極能推定

CĜ TCGATrAGCCA gL優Jt?

(鰍LlEXの､相同性を有する公知のた列あL))

実験による
機能解明

CĜ TCGATT̂ CCĈ 穣惟X

配列情報と
機能解明 トー→

○相同性が低い
-重美上の利周可能性が示されて

いない
一･特許にならない｡

○相同怯力T高い
一連蔓上の利用可能性があっても
進歩性がない埋昌が多い
-特許にならない場合が多い

産業上の利用可能性が示されている

-他の特許要件を満たせば姓姓旦艶

㊥㊨㊤

推定に基づく機能しか開示されていない遺伝子の特許性

相同性の低い逓伝子しか知られて

いない場合

相同性の高い遺伝子が知られてい

る場合

産業上の利用可能性 進歩性 特許性 丁壷葉上の囲 用可能性 i進歩性 き特許性i

日本 × / × t O × X】

米 国 × i/ X ○ 0 ○

- i,171



スクリーニング方法クレーム&リーチスルークレーム

蛋白貰

(R受容体)

化合物群
● ☆ ○
▼轡◇

× ☆

スクリーニング方法を示しただけでは､その方

法により将来同定される可能性のある化合物

R受容体に化合物を

接触させることにより
R受容体活性化/阻害化合物を
スクリ-ニングする方法 rLA-.

｢ 轟

ぎ･詣 蒜 諾 認 諾 諸 宗 .姦 芸晶 帯 孟葦 轟

†リ_チスルークレ_ム 巨 含有する管響 患治療剤

(-そのスクリーニング方法により将来同定される
可能性のある候補化合物に向けられたクレーム)
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再生医療､遺伝子治療関連技術 榔

-企業 が行う -医師が行う

A_特 近年､組織,細胞の加工処理技術の事業化を目指す企業が登場o

特許による保護の必要性が増大

-⊂ >

緬 讐 誤 認 富.I;*諾oB去D:IB埋技益を特許長 の塑型 する三云 詔

注:医師が行う治療行為は､特許の対象外(日.欧)

米国では､医師が行う治療行為の特許の対象とした上で､適用を除外

-i/19-



4-2 コンピュータ･プログラムの保護

ソフト エア関連発明の特許による保護の強化 ･拡大

1975年 プログラムの手順(アルゴリズム)が｢自然法則｣に基づく場合､

その他の特許要件を満たせば､友達92_#_BB.として保護の対象に
(審査基準)

i982年 マイクロコンピュータが果たす上底鎧｣皇塞週する手馳 塩釜とし

て構成された発明は､盗塁旦盈盟(勉旦蚤盟)として保護の対象と
なる (審査基準の改訂)

1997年 ｢プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な星室星媒座｣も
特許による保護の対象とする く審査基準の改定)

2000年 コンピュータ･プログラムを｢物の発明｣として特許による諌護の

対象とする (｢審査基軌 の改訂)

2002年 コンピュータプログラムを｢麹旦畳埋｣として保護
(特許法の改正)

保
護
の
拡
大
の
背
景

(
ソ
フ
ト
ウ
エ

ア
技
術
の
変
化
)

絹 慨 R)iターン 弊聖職 亨

7D年代 L撃 墜 型 J

補Jkg ･法広い -ド)の特許

臥 牢代 巨 イjJ由 百二I

姐御 偶数稲 の柵 千(7イユノ4g.lD/

･プロブラ⊥｣3ハード制御用

細 年代 l_うっ □型由 ｣

A.,tR ･盗丑の鳩拝

(プロプラ山野詩つ由緒こ鞘ru)

電EL 中一ポーFL胸 等
マイコン*顔)のtれ岩

b隅 マイゴノ

ウーコE]

･ゴロtrヨムほ Jl-Ft佃漁 こ持ち削 1

96年- .I?{･?エアEIl.E型郁 L

;･7年
aZ悼(CCP･紀榊抑 ¢号朋羊

(ゴロヴうL皿持つ絹地こ細

･プログラムはJl-F暮}薄絹 こほ功 しl

乃澗 鋲滞 ラム

訂晦見辛翌晩ゴコブラム(.CD-声C.-/･)

越書岬苛矧 ヒブコゴラム

(マイコーJfW唱の
温鮮 tl!F湘

(ワープこか);1701.1

:瀞tたプログ
ラム加か胴

iまき二相

(FD6謝 ゴ

GブヨLJfvIAJi,I

-Fねu 棚 宅

E3現

亙 和 トワーク野郎午 ｢｢ 二 二哀 ｢

耳っTワーク上で;敷きけ~うブDj-テLIP)利手

ty-Iilか如 トワ

サー′l頂 礼 でタウン

ロート75mたゴE]プ

ラム肝JiJriJ上IE
如乍)
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特許及び著作権によるプログラムの保劃 菜摘

特許法 著作権法 ∴

- 対 象 - 思想 (吾eyラム首鮎 よる矧 47

窮..A.. n ･発明であること(自然法則の利用)･.新規性.進歩性などの特許責件を満たすこと 創作的な表現であること

権利棚 読 排他的独占権 相対的な操他的独占権(独立して創作された輩作物には著作権は及ばない)

権利の期間 出廟の日から20年 50年(也-#の時､又は死亡時より計舞)

寮を/豊壌 戯祐な実体審査あり 文化庁に登録可能(無審査)

軸 BS

4-3,●ビ ジ ネ ス方法特許

ビジ ネ ス 関連発明と従来の発明

従来型発扇i】 旨さネス開運麺 コ

～,:-:古,f薫 p-, (⇒ビジネス也熊.中幕集弼

回 原 品塾 L榊 尭システム ■ .

-__表計算ソフト1貞室室艶lEE批
ーi51-



ビジネス関連発明の出願動向
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出蘇年(四半期)

持FT庁HP7111pJhl抑〝jpo90.jpjletuzuMJc-kkygF叩TleSUIb;Z｣〕aLhlTn

ビジネス方法特許のブーム

1999年1月米国の蚤高裁判所の判決で､

ビジネス方法であっても､｢有用で具体的で

有形的な効果｣("useful,concreteand
tangibleresults.)を備える発明は､特許の対
象となる､と判示されたことから､いわゆる
｢ビジネス方法特許｣(ビジネスモデル特許)

ブームが起こった
(｢-プ&スポ…クス特粁｣革件｡SlateStTeeLBBJlk良

TrustCo.V.S卸はi･urJ2FinaJICj且IGroup】帆 )

しかし.ビジネス方法について特許が認
められたのは､米国が世界最初ではなく､そ

れ先行して世界各国で出願され､日本を初
め多くの国で､特許されていた

現在では､ビジネス方法に関する特許出

願は､ブーム状態を過ぎ､審査の合格率(特

許率)は､年々低下してきている
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拒 ラ哀ス方法特扉の扇 (マピ空ン特許)j

マピオン特許の特許請求の範囲 (権利範囲)
●.t
J
.Y.1･ー
--I--
-I-
･p-A-_

コンピュータシステムにより広告情緒の供給を行なう広告情報の供給方法
において､

広告依頼者に対しては､広告冊報の入力を促す一方､予め冨己怯された地国

昭朝に基づいて地図を表示 して､当暖地屈上において基畳鼻息艶の塵置畳
屋五度主題風道21と､

前記地図上において位置指定された広豊艶星麹旦座債を､入力地 主産生虎

藍と風連壬吐二幽 鮎盈)Iとを備える一方､

広告受給者に対しては､前記鞄囲情報に基づく吸塵皇盈丞するとともに､
当館他国上の地点であって､紀値された広告対象物の座標に相当する地点

に､図腺化 した当鯨広告対顛物を表示して､艶星を巨星皇製産腰の選択を
促す殴暗く81と､

堪択された広告対食物に関連づけられた広丘膿重患艶垂凶王座温ま盈)_と､

醗み出された昼豊盤廷臣ゝ_節紀広告受給者に対L三世力を鮎那鮎盈)_とを
えることを特徴とする広告情報の供給方睦q

EZ茶屋碍許育ユ75朗83号r広告f#嶺の供埼方法お J:'Jその丑':i方法)
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'L_~｢爪.､r一一Tl･TT･l･~1■-W叩-ATIT¶
u i 一 五筆数 腰壁遵唖 用叫,.

-t= = 蔓髄射司- .権利者自らが､独占的に実施

'~■■■■'■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■~~~~~｢~｢

Lr刑 ■■■■■ .他人にライセンス(実施許諾)し､対価を縛る

[ 詞E謂■■■■ .権利自体を鵠渡

特許権侵害に対する民事上の救済措置

･独 占的 な実 施 権 (特許権･も蕪施できない)

･非 独 占的 な実 施 権 (他の果施稚･も実施できる)

ラニ _
ノ

(ucensor)

ライセンスの

許諾(License)

=二二二二=三二二ン

一二二二二======二二二コ

＼J / 対価の支払い

(Ro)Jalq′)

ライセンシニー

(Lice･I.台ee)

拠 ｣層互に自己の捜箆旦皇施皇監護
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権利侵害-の対応

｣

UZ一
i.JI紳

召｢芸 /

発明の種類 (表現形式)と特許権聖効力
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;7-i諦iJ～

｢繭 ｣と｢ノウハウ｣の保護

′′ノ 亜証出藍些且墨之

F '芸BS.fe#bWj3義盛 F'RKFSAaT:f=,dfdfal軍 認 諾 Bi豊 o公共の財産と

3' 襲 撃Lifi蓮htEjS整 =fi薫i :L墓萱550%; 書芸 tiIA藁蒜-;Sf l1jIli1lII

, 合も､先使用権により守られることがあるo特許法79条)7I iIi

毒 讐 禁 雪男票毘 願すべき技術とノウハウ(営業秘密)として保護 I

≡ すべき技術とを適切に選別することが重要であるo

～ 注:ノウハウは､現在では､｢豊基盤蜜｣又は｢トレード.シークレット｣
(rradesecret)と呼ばれることが多い
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特 許 関 連 の 刑 事 罰

特許権の侵害などに対しては､次のような罰則が課せられる｡

① 特許権を侵害した者(特許権侵害罪)

- 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

② 詐欺の行為により特許を取得した者

- 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

③ 両罰規定

･法人(企業)の代表者､従業員などが､上記①又は②に規定

の違反行為をした場合には､その行為者を罰するほか､その

法人企業)に対して次の罰金刑を科する

①の場合:1億5000万円以下の罰金刑

②の場合: 1億円以下の罰金刑

④ 特許を取得していない製品に､特許表示とまざらわしい表示をした者

- 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

｢特許｣と｢独占禁止法｣①
ヽ
＼

絶対的独占権を設定する特許法と､私的独占を規制する独占禁止法とは､両者 -.
が相まって競業秩序を維持する役割を果たすと考えられている

<独占禁止法中の特許に関連する規定>

第21条

この法律の規定は､著作権法､特許法､実用新案法､意匠法又は商標法によ

る権利の行使と認められる行為には⊆幽 0

第100条
第89条又は第90条の(罰則を適用する)場合において､裁判所は､･.刑の言

渡しと同時に日次に掲げる宣告をすることができる｡

違反行為に供せられた特許権の特許又は特許発明の専用実施権

若しくは通常実施権は象り肖されるべき旨

1157-



と｢独 占 禁 止 法 ｣② _胃巨 _

特許権を悪用して杢皇生監乱魁塵.､市場参入の盟量などをおこなうと､盈左翼

皇速達塵となるO
独禁法の異体的な運用は､公正取引委員会｢特許･ノウハウライセンス契約に

関する独占禁止法の指針(ガイドライン)｣(1993.7.30付け)として公表されている｡

<パチンコ機のパテントプール事件> (独藻法違反とされた事例)

パチンコ捻製造メーカー10社は､それぞれがパチンコ機の製造に関する特許
を所有していたが.特許の使用について相互に許諾を得なければパチンコ塊の
製造が国難な状況にあったことから､特許権管理団体を設立し､同団肘 こ特許
権の管理を委託した(パテントプールの設立)0
ところが､この団体にプールされた特許権は､10社以外のパ千と』監製盛土二

hJ& jin L,JGLEilこととされたため､他のメーカーが新規参入することは育
しく困難となった｡

このため.このパテントプールは､独占禁止法に遷反するものとして公正取引
委員会から排除勧告がなされた｡(平成9年佃 )5号)

｢特許｣と｢不正競争防止法｣

特許法

厳格な審査を経て｢特許｣として登録された技術思想 (豊里)を煤護

不 正 競 争 防 止 法 (罰則:3年以下の懲役又は3百万円以下の罰金)

次のような行為を規制 (申請などの手続きを全く必要としない)

･不正な手段により豊美麹蜜を取得･開示すること

･プログラムに対する崖適度過腰圭段を不正に解除すること
･不正目的で､他人のドメイン名と同-･.･類似のものを使用すること
･他人の著名な商標の使用､商品の形態の模倣など

営業秘密 (TradeSecret)の定義:

秘密として管理されている生産左遷 ､販売方法その他の事業活動

に有用な擾教主二嘗 葉上の倍額であって､公然と知られていないもの

をいう (不正毒鼻争防止法第2条)

-158-



経済スパイ防止法(米国)

米国では､発明･研究成果の帰属は全て契約による｡民間企業はもとより､大
学･公的研究所などにおいても､成果の帰属について､詳細な契約が交わされる
のが通常であるO

そして､研究の成果物を契約によることなく海外に持ち出す行為には了鮭憂さ
!ユ土産｣が適用されるOこれは､自分自身が研究した成果物に対しても適用され
るので､十分な注意が必要であるO(控訴スパイ法は96年汚行)

＼

<遺伝子スパイ事件>

2001年5月､元理研チームリーダーの岡本旦氏､カンザス大助教授の芹沢宏明氏が､態済ス

パイ法違反で起訴された｡起訴容疑は､岡本氏が岡本被告がクリーブランド.クリニック研究所
から､アルツハイマー病の研究に関する遺伝子を盗んで理研に引き渡し芹沢氏は､これを常助
したというものである.

在米の芹沢氏は､捜査の過確での偽証く芹沢氏が岡太氏と電話で連絡を取ったことがあるの

に､捜査員に対し､その事架を否定したこと)を認める司法取引の鯖果､保牲幣原処分3年､罰
金500ドルを受け､その他については無罪となった｡岡本氏については､日米犯罪人引き渥し
条約に基づく身柄引き渡しが請求された状態が続いている｡

報道によれば､問題の遺伝子は岡本氏から理研に引き渡された市来はなく､しかもほとんど
無価値のものである横磯｡

この事件は､情報(知的財産)を重視し､これを法律･契約できっちリと保旺している米国の制
度について.多くの日本人が理解を欠いている実状を浮き彫りにする韓果となった｡

サmN叶一冊二m･~Tr11F~IT'n'1--1:rl三郷･71
山叫 法泉墜｣鯉撃盟ー一山品!エゴ

従業者による発明の分類 (日本)

(1)職務発BB_

①その発明が､使用者等の業務範囲に属し､かつ､

②発明に至った行為が従業者の現在､過去の職務に羅するもの

(2)業務発明

･使用者等の業務範囲に属するが職務発明ではないもの

(3)自由発現
･使用者等の業務範囲に属しない発明

発明者の職務に属する

雇用者の業務範囲に属する

注 二従菓者には 役員､公務員が含まれる
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職務発明規定の概要 (特許法35条)

第 1項 :従業者がした職務発明について､使用者は通常実施権

を有する｡

第2項 二従業者がした発明について､あらか じめその発明に係る

特許権等を使用者に承継する旨等を定める契約､勤務規則その他

の定は､その発明が職務発明でない限り無効｡

第3項 :契約､勤務規則その他の定により職務発明に係る特許権等

を使用者に承継 した場合等は､塵芸者には ｢相当の鞄塵⊥_丘

受止丘塵風塵ある｡

第4項 :その場合の蜘 豊艶墓

盈地 量産上土蓮塵皇鼻盛上

て定鮒 ｡

｢オリンパス･ピックアップ装置事件最高裁判決｣(トIL5.4.22)

･企業規程による対価の額が特許法第35条の｢相当の対価｣の額に
満たない時は､従業者はその不足額を請求することができる

ヽ
1

1

~
~…
.~~
~

一¶ ー{_I.L

臓 務 発 明 を め ぐ る 主 な 訴 訟 】 3'-b r-='

転 軌 条 - 卿

II._.i ■印マ恭一ピ ン ステンレスJI劇阿 品 血 無間長 yl法幣畢遭聞置枝折 1健 在耶氾方円 年頭B年 4月(土居飽t ) 640万円

i-■ LJ}. ゴーセン 芸芸芸登呈 k..,蘇 二昔時●劫 l685万円卜 ℡鍬 的18LlS方円) 平成6年 5月に 事て大臣耳戚】(最屯世上昏象却により砲貰)平成15年 絹 I(=iF:X某有放き 1=f:削 66万円｢ 如 万円'こせ:2古口万FE]

･HH:貰蓋 オリンパス光学 研究舌 cD沈み.取り桓44(t'.Jけヲフ嘗狂旭小型化技術 二膏的:幼さ堂29万円工.兼. (-看韓:約 2埠円) (最甫t!上音軸 によLi可定) (-g:馬誹〕

などの先師並短節 帯二事件一7060万円 r車真也較判決) -集二事件 '.折 17万円

-lS 転善即iZ隻社の 希土題金属の恩 守(料)万円 平原 14尊 さ月
弧線投.エ幼鳥 収万法 (丸窓地声弼良) 200万P7

1 .ド E]量化孝工手 司宋音 青色発光ダイオード肌沌転怖 200@円 】品 蒜 ㌫ ∃l
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外国に垂旦 る職務発明の取扱 (民間企壷)

米国 (特許を受ける権利は､蛾窟発明を含め､発明者に帰属)

職務発明に関する規定は特許法になく､倦々の雇用契約で対応｡

盈聖重な翼組:発明をするために雇用された研究者がした発明は全三会塵に煩慮
軋軌 発明のために雇用された研究者以外の従掌鼻が.会社の･#源を使用して発明した

場合は､ショップ享∠土盛盟として使用者に無償の実施権が与えられる｡

評価:研究者は､発明を通じてより良い雇用契約を達成をめざし､雇用者は､良い契約条件
を提示して優秀な研究者の確保を図る結果､多数の良い発明が創造されている

ドイツ (特許を受ける権利は､職務発明を含め.発明者に帰属)

イ従業者発明法Jと｢従業者発明の補償に関するガイドライン｣で､詳細に規定
･従業者が戦務発明について報告書を提出する義務がある(6ケ月以内)

･使用者は4ケ月以内に権利を承鯉するか否かを発明者に通知するとともに､席催した場合
｢ガイドライン｣に従って補償金を支払う｡

･発明者が補債に不満がある場合には､｢調整委員会Jに申し出る

旋盤二企業の発明管理の負担が大きく､しかも発明者との紛争も多いとの批判がある.

英国,仏 (鞍務発明は､｢使用者｣に権利が帰属)

･職務発明が､使用者に｢著しい利益｣をもたらした場合には､従業者は､補償を受け
ることができる｡(英)

･従業者は､団林協約･個別契約等に従って追加の輔膿を受けることができるC
追加の補償についての争いがある場合は､r調停委員会｣に申し出る (也)
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職務発明制度についての検討

<産業構造審議会 ･特許制度小委員会での主な論点>

1.現行制度の問題点
① 現行の特許法35条(特務発明)の規定は､｢相当の対価｣の算定基準について

具体性を欠き､蕗監む議澄されている

(27現在の法律では､相当の対価は､便々の特許毎に計算されるが､現実には､

層別に計算するのが極めて困難なケースも少なくない(例:包括ライセンス)

③ 相当の対価について､訴訟を起こすことができる期間が長く(最後のライセンス収入

など～10年)､企業が長期にわたってリスクを抱えることになる

④ 盈妹蜘 邑細 腰吐亙全真裏
出現するおそれがある

2.産業構造夢議会･特許制度小委員会の提案 (H15年10月)
① 使用者と従業者とが自主的に､織帯発明の承鮭の｢対価Jを決定したときは､

使用者と従業者と他 豊である

② 上記①が不合理なときは､従業者に｢相当の対慣｣を請求する権利を認めるべきである｡

③ 不合理でないかどうかの判断には,手続き面を琵視すべきである｡ ④ 迅 ∃_呈旦教塵｣廻 皇

足される際に幅広い事情が考塵されるよも 特許法35条4項の鑑定圭

過疎地壬生星空ある

] 1026l

Iレi/(lレ1l ロ大学 iTL0 -- 699

･一十32+ 一■■■

I5 ◆0 】9.

4 3 5_
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大学が保有する研究資源

llLt∃ 82.506 llII

)6ZP95

31伽

)9.つlji.
之2107

p古:-≠蹄冒遠

巨木 尭EE

I;i.J=)EL音J主神刑年限､ik禁は260]年の市究 R

平成14年臣科学種締白書

平成I3年車l畢撞斯研究明恵

1〔′Ll.∫ -rコJl.≡ l

77了.i ll
4才LJ

且B_21 早 ..守/=<71:.ニ'ri一正モモ官 十.i.L-'.Pf.

リ Il｢ l

別'Je

去確 .至境
l【

1露 ≧

白事 瀬5Zi

〔三主)e3:はm l埠.≦色EjlはlE唱5年cEl標記有数
米3]lj:19野中凱i統計方法が瀞 )っているf=3)辻ができない.

平成14年足称畢技巧自著

平射 3年和学技師研究訂査 71

米国の大学 ･TLOの活動状況

大学･TLOの特杵出席件数

(20cc)*)

大学ITLOのライセンス件救

(柑94-2C)00の黙!央)

米国

I9.0951+

米空は､岩EZ]年度のデ-タです

(洗料)AUTM年報､経済産業省蹄ベ

バイオ基幹技術に

関する大学･公共

機関からの特許出

願比率

米国ニ53%

日本:13%

(資料.1韓粁庁技術軒向鯛萱
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特 許 を巡 るそ の 他 の 問 題 -∵一-岳要
① 国 境 を越 え る特 許 権 の 侵 害

- インター ネ ット上 で 実 施 され る発 明

② 医 薬 特 許 と南 北 問 題

- AIDS治 療 薬 の 特 許 権

③ 遺伝資源t伝統的知識

- 先 住 民 の 権 利 の 尊 重

④ 新 品 種 の 特 許 権 と育 成 者 権

- 農 家 の 特 権

⑤ 特 許 権 d)消 尽

- 一旦 正 規 に 流 通 した 特 許 製 品 の 他 国 で の 販 売

<参考> 特 許 関 連 条 約 ･国 際 協 定

工業所有権の保護に関するパリ条約

次の 3大原則を定めた条約｡1883年制定

｢高音177L_gil
iiiiiiiiiil

j

①凸風量箆温 く同盟国の国民に.自国民と同一の保経を与える) 1
②塵盈塩軌患 (同盟頭の一国にした恵初の出願に基づいて､一定の期間内 (特許は1 1

2ケ月､意匠 .商標は6ケ月)に第二笹に出願すれば､その第二国の出願は､新規
性等の特許要件について､第一国出願の出願日に基づいて判断される)

③各国特許独立旦昼型

TRIPS協定 (知的財産権の貿易的側面に関する協定)

(TIuPS- Trade-RelatedAspectsoflntellectualPropertyRights)

特許権の存続期間を最低20年とするなど､知的財産権について､高い保謙水
強力な権利行使手続き (工ンフォースメント)を麓寮づけているO
(1995年発効)
関税と貿易に関する一般協定 (GATT)のウルグアイラウンドの成果である ｢世界
貿易機関 (WTO)を設立するマラケシュ協定｣ (1995年発効)の付属書に含
まれ､貿易怖垣を含む多数の協定とともに一括採択された
保護水準が極めて高いことから､発展途上国は､その一部について適用開始時期の
5- 10年延期が認められた
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